
交野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に存す

る住宅（以下「危険住宅」という。）の移転を促進することを目的として、危険住宅の移転を行

う者に対する交野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に

ついて、交野市補助金交付規則（昭和４８年規則第５号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（補助対象住宅）  

第２条 補助金の交付対象となる危険住宅は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の

推進に関する法律（平成１２年法律第５７号以下。「土砂災害防止法」という。）第９条に基づ

き、土砂災害特別警戒区域として大阪府知事が指定した区域（土砂災害防止法第 4 条第 1 項に

定められた基礎調査を完了し、区域指定される見込みのある区域を含む。）内に存する居室を有

する交野市内の住宅で、土砂災害特別警戒区域に指定された日以前に建築された住宅で現に居

住しているもの、又はこの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上

又は生活上の支障が生じ、交野市が移転勧告、是正勧告、避難指示、避難勧告等を行った地域

の住宅で現に居住しているものとする。ただし、避難指示及び避難勧告については、当該指示

又は勧告が発令された日から六月を経過している住宅に限る。  

 （補助対象者）  

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とす

る。  

(1) 前条に規定する補助対象住宅の所有者（共有名義の場合はその代表者）であること。  

(2) 所有者（共有名義の場合は共有者全員）が本市税を滞納していないこと。  

(3) 危険住宅の除却後は交野市内の特別警戒区域外に移転すること。 

(4) 補助対象住宅の所有者及び居住する世帯全員が、交野市暴力団排除条例（平成２４年条例

第３１号）第２条第１号から第３号に規定する暴力団員等に該当しないこと。  

（補助対象事業）  

第４条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とし、社会資本整備総合交付金

交付要綱（平成２２年３月２６日国官会第２３１７号国土交通事務次官通知）に基づき国の交

付金の交付対象となる事業のうち、急傾斜地崩壊対策等の災害防止に関する事業と同一箇所で

重複して施行されないものとする。 

(1) 危険住宅の除却を行う事業。 

(2) 危険住宅の除却を行い、交野市内において土砂災害特別警戒区域以外の地域に当該住宅に

代わる住宅（以下「新規住宅」という。）を購入又は建設及び改修（以下「購入等」という。）

する事業。ただし、新規住宅の内、建設した場合は、次のア、イに該当すること。 

ア.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27年法律第 53号）第２条第１項第

三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること 

イ.当該住宅における区域要件の建築制限の基準に適合すること。 

２ 前項各号に掲げる事業において、国その他から別の補助金等の交付を受けているものは補助



対象としない。 

（補助対象経費）  

第５条 補助金の対象となる経費は、前条の事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものと

する。 ただし、移転先が安全な土地・住宅の場合に限る。 

(1) 危険住宅の除却に要する経費。（跡地整備に要する経費を含む。） 

(2) 購入等をした新規住宅又は除却した危険住宅の代わりに賃借する住宅への引越しに要す

る経費。 

(3) 危険住宅の除却後に新規住宅を建設又は改修する場合にあっては、当該建設又は改修が完

了するまでの間に居住する住宅を賃借するための経費。（敷金を除き、入居の日から３月を経

過する日までの家賃に限る。） 

(4) 新規住宅の購入等のために金融機関から借り入れた資金に係る利子。 

（補助金の額）  

第６条 補助金の額は、次の各号に定める額の合計額（１，０００円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てた額）を上限とする。  

(1) 前条第１号に掲げる経費の額は事業年度における「住宅局標準建設費等通知に定める除却

工事費」を限度とする。 

(2) 前条第２号及び第３号に掲げる経費の合計額又は９７５，０００円のいずれか少ない額 

(3) 前条第４号に掲げる経費のうち、新規住宅の土地の購入に係る利子総額（年利率８．５％

を限度とする。）又は９６０，０００円のいずれか少ない額  

(4) 前条第４号に掲げる経費のうち、新規住宅の建物の購入等に係る利子総額（年利率８．５％

を限度とする。）又は３，２５０，０００円のいずれか少ない額  

（事前協議）  

第７条 この要綱により補助金の交付を受けようとする者（以下「補助申請者」という。）は、補

助対象事業が複数年度にわたる場合は、初年度の補助金交付申請前に、補助対象事業に係る事

業費の総額及び事業完了予定時期等について、事前に協議を行わなければならない。  

（補助金の交付の申請）  

第８条 補助申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該補助対象事業に着手する前

に、交野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げ

る事業の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。  

(1) 第４条第１号に掲げる事業  

ア 危険住宅及びその敷地の登記事項証明書（未相続地にあっては、相続関係を明らかにし

た書類を含む。）  

イ 危険住宅の位置図、平面図及び現況の外観写真  

ウ 第５条第１号及び第２号に掲げる経費の見積書の写し  

エ 本市の市税の滞納が無いことを証明する書類（発行日から１月以内のもの）  

オ 補助金交付に関する同意書 

カ その他市長が必要と認める書類 

(2) 第４条第２号に掲げる事業  

ア 前号アからオまでに掲げる書類  



イ 危険住宅の除却後に新規住宅を建設又は改修する場合にあっては、第５条第３号に掲げ

る経費の見積書の写し  

ウ 金融機関から借り入れを予定している資金に係る建物及び土地の費目ごとに作成された

借入金利子相当額の計算表 

エ 新規住宅の位置図及び平面図  

オ 新規住宅を建設する場合にあっては、新規住宅を建設する前の敷地及び周囲の状況が分

かる写真  

カ 新規住宅を改修する場合にあっては、新規住宅を改修する前の状況が分かる写真 

キ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付の決定） 

第９条 市長は、補助金の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応

じて行う現地調査等により、その交付の可否を決定し、交野市がけ地近接等危険住宅移転事業

補助金交付決定通知書（様式第２号。以下「交付決定通知書」という。）又は交野市がけ地近接

等危険住宅移転事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）により補助申請者に通知するもの

とする。  

（補助金の交付の条件） 

第１０条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとす

る。 

 (1) 補助金をその目的以外に使用してはならないこと。  

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合においては、市長の

承認を受けること。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、市長の承認を受けること。  

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合にお

いては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。  

(5) 危険住宅の解体に伴い必要な手続きや発生した廃材の処理等は、関係法令を遵守し、適正

に行うこと。 

(6) この要綱及び関係法令を遵守すること。 

(7) その他市長が必要と認める条件  

（申請の取下げ）  

第１１条 第９条の規定により、補助金の交付決定の通知を受けた者（以下、「補助事業者」とい

う。）は、交付決定通知書の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書

を受け取った日から１４日以内に交野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付取下げ書

（様式第４号）を市長に提出することができる。  

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、行

われなかったものとみなす。  

（変更等の承認）  

第１２条 補助事業者は、交付決定通知書を受けた場合において、当該通知に係る補助事業の内

容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止するときは、交野市がけ地近接等危険住宅

移転事業補助金変更申請書（様式第５号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。  



２ 市長は、前項に規定する変更申請を受けた場合は、その内容を審査し、これを適当であると

認めるときは、交野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定変更通知書（様式第６号）

又は交野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定取消通知書（様式第７号。以下「交

付決定取消通知書」という。）により、補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告）  

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）

から３０日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた年度の３月末日のいずれか早い日ま

でに、交野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金実績報告書（様式第８号。以下「実績報告

書」という。）を市長に提出しなければならない。  

２ 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付

しなければならない。  

(1)  第４条第１号に掲げる事業  

ア 危険住宅の除却工事の請負に係る内訳及びその根拠となる契約書等の写し  

イ 危険住宅の除却後の跡地の写真  

ウ 第５条第１号及び第２号に掲げる経費の領収書の写し  

エ その他市長が必要と認める書類  

(2)  第４条第２号に掲げる事業で新規住宅を購入する場合  

ア 前号アからウまでに掲げる書類  

イ 新規住宅の写真  

ウ 住所変更後の住民票  

エ 新規住宅の売買契約書の写し  

オ 新規住宅の購入に要する費用の領収書の写し  

カ 新規住宅の購入のために土地を購入した場合にあっては、当該土地の売買契約書の写し

及び登記事項証明書  

キ 借入金の利率及び利子総額を証する金融機関の証明書  

ク その他市長が必要と認める書類  

(3)  第４条第２号に掲げる事業で新規住宅を建設又は改修する場合 

ア 前号アからウまでに掲げる書類  

イ 第５条第３号に掲げる経費の領収書の写し  

ウ 建設の場合にあっては建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第４項の確認済

証の写し  

エ 建設の場合にあっては建築基準法第７条第５項の検査済証の写し  

オ 新規住宅の建設又は改修の工事請負契約書の写し  

カ 新規住宅の建設又は改修に要する費用の領収書の写し  

キ 新規住宅の建設のために土地を購入した場合にあっては、当該土地の売買契約書の写し

及び登記事項証明書  

ク 借入金の利率及び利子総額を証する金融機関の証明書  

ケ その他市長が必要と認める書類  

（補助金の額の確定）  



第１４条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及

びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交野

市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金確定通知書（様式第９号。以下「確定通知書」という。）

により、補助事業者に通知するものとする。  

（交付の請求）  

第１５条 補助事業者は、確定通知書を受けた場合において、補助金の交付を受けようとすると

きは、交野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書（様式第１０号）を市長に提出

しなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。  

（交付の決定の取消し）  

第１６条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。  

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。  

(3) 市長の承認を受けずに補助事業を変更し、中止し、若しくは廃止し、又は補助事業の遂行

の見込みがないとき。 

(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(5) 市長の指示に従わないとき。 

(6) この要綱及び関係法令に違反したとき。  

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用が

あるものとする。 

３ 市長は、交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、交付決定取消通知書により、補助事

業者に通知するものとする。  

（補助金の返還）  

第１７条 市長は、前条の規定により交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既

に補助金が交付されているときは、交野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金返還命令書（様

式第１１号）により、補助事業者に期限を決めて返還を命ずるものとする。 

（立入検査等）  

第１８条 市長は、補助金の執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため、補助事業者

に報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で、市職員に補助対象住宅等に立ち入らせ、現

況等の調査若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問等をさせることが

できる。 

（書類の保存） 

第１９条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関する書類及び帳簿等の関係書類を、補助金を

交付した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

（補則） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 



附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


